
鳥獣保護区の指定・変更・更新（第２８条ほか） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（法 28 条第３項） 
 

 
               （法 28 条第４項） 

 
                          

              （法 28 条第６項） 
 

                    
               （法 28 条９項で準用する法第４条３項） 

 
 
 
 
 
 

（法 28 条９項で準用する法第 15 条２項）   
【届出書の内容】（規則第３１条、事務連絡） 

① 鳥獣保護区の名称  
② 鳥獣保護区の区域 
③ 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土 

地の地目別面積及び水面の面積 
④ 鳥獣保護区の存続期間 
⑤ 第三号の土地及び水面における鳥獣の 

                            生息状況 
（法２８条第９項、規則３１条２項、３項）  ⑥ 区域及び位置を示す図面 

⑦ 公聴会の調書 
⑧ 審議会答申の写し 
⑨ その他大臣が必要と認める書類 
 （保護に関する指針、国有林野や一級河川 

                        を含む場合の協議内容、同意書、 
 
 
                     

（法 28 条９項で準用する法第 15 条２項） 
 
 

鳥 獣 保 護 事 業 計 画 の 策 定

拡大

予定地域の鳥獣生息調査 

鳥獣保護区の更新 鳥獣保護区の指定 

府 の 意 思 決 定（決裁）

環境審議会（野生生物部会） 

（必要があると認めるとき）公聴会 

告    示 

拡大以外の変更

鳥獣保護区の変更

関係地方公共団体の意見を聞く 

指定等の旨を公告、指針案を縦覧 

告    示 

届  出  書 

届  出  書 
①変更する旨 
②名称 
③変更する内容

①更新する旨 
②名称 
③更新する存続期間 

環境省事務連絡（平成19年
４月15日） 
都道府県指定鳥獣保護区の

存続期間の更新事務につい

ては、法第 28 条第９項の

規定において準用する法第

15 条第２項の規定により

公示するとともに、その公

報２部を当課あて提出願い

たい。 

環境省事務連絡（平成19年４月15日）：都道府県指定鳥獣保護区の指定手続 
 法第28条第９項において準用する第12条第３項の規定に基づき施行規則第31
条により都道府県知事が行う都道府県指定鳥獣保護区指定の届出については、

次の事項（略）を告示予定日の30日前までに当課あて提出願いたい。

資料５ 


